
　令和8年1月9日

石川県監査委員 平　蔵　豊　志

同 谷　内　律　夫

同 村　上　　　勝

同 作　田　有　子

（別　紙）

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　令和７年９月３０日付け石監査第３３７号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のとお
り措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　契約事務において、成果品
の検査調書を作成していない
ものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

石川四高記念
文化交流館

　会計事務の手引等で契約事務の流れを関係職員
全員が再確認し、意識することで、再発防止を図
ります。

石 四 文 第 ６ １ 号

令和７年10月31日

石川県知事 馳 浩

監査の結果報告に基づいて講じた措置の公表

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により、石川県知事等から、監査結果
に基づき措置を講じた旨の通知があったので、別紙のとおり公表する。



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　契約事務において、見積徴
収者数を誤ったものがあっ
た。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。。

宝達高等学校 　伺作成時や決裁時には、「会計の手引き」で見
積徴収者数を確認し、担当者と事務長によるダブ
ルチェックを徹底する。また、規則の改正時に
は、旧資料を更新し常に最新資料を使用できる状
態にする。

　財産事務において、多数の
図書が所在不明となってい
た。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

宝達高等学校 　再発防止策を作成し、教職員に徹底した。所在
不明図書については再度調査し、明らかに所在不
明なものを確定させ、亡失手続きを取った。

宝高第９２０－２号

令和７年11月20日

石 川 県 教 育 委 員 会

宝高第９２０－１号

令和７年11月20日

石 川 県 教 育 委 員 会

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　支出事務において、別途支
給である旅費を誤って支給し
たものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

七尾東雲高等
学校

　他校から派遣申請書が提出された時には、速や
かに旅費担当者へ情報共有するとともに、旅費支
給前に相手先の旅費負担の有無を確認する。

　支出事務において、業務用
冷凍冷蔵庫の設置に係る歳出
科目を誤ったものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

七尾東雲高等
学校

　財務規則、会計事務の手引きなどで具体的に適
切な伺い区分を確認し、複数人での相互チェック
をさらに徹底し、再発防止を図る。

七 東 高 第 ２ １ 号

令和７年11月25日

石 川 県 教 育 委 員 会

七 東 高 第 ２ １ 号

令和７年11月25日

石 川 県 教 育 委 員 会

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　支出事務において、物品購
入費の支出金額を誤ったもの
があった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

七尾高等学校 　物品を購入する際は、価格等を事前に的確にリ
サーチし、支出の際の請求書等の内容確認も十分
に行った上で支出することにより、再発を防止す
る。また、事務長及び担当職員での確認を徹底す
る。

　支出事務において、外国語
指導助手の報酬に係る支出金
額を誤ったものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

七尾高等学校 　外国語指導助手の規定を再度確認し、今後、同
様の誤りが起きないように十分注意し、事務長及
び担当職員での確認を徹底する。

七 高 第 ２ ８ 号

令和７年11月26日

石 川 県 教 育 委 員 会

七 高 第 ２ ８ 号

令和７年11月26日

石 川 県 教 育 委 員 会

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　財産事務において、重要物
品台帳等の記載に不備があっ
た。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

鶴来高等学校 　組替えの手続きが漏れていた備品（モノクロ
レーザープリンタ－２台）については、令和７年
７月に廃棄した。組替調書の作成については、管
財課用度グループと協議し、調書の作成に代え
て、顛末書を作成して所属で保管することとし
た。
　再発防止策として、財務規則を周知徹底したう
えで、一式となる物品を取り扱う場合には、個々
の品目に対する確認を必ず２名以上で行うことと
した。今後は、事務の取扱いで疑問に思う点があ
れば、管財課や出納室に正しい事務手続きを確認
することを徹底する。

　財産事務において、公有財
産異動報告書の提出が遅れた
ものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

能登高等学校 　再発防止策として、財務規則や「公有財産に関
する事務の取扱いについて」の習熟に努めるとと
もに、公有財産の異動があった場合は、担当職員
及び管理職が事務手続きに誤りがないかの確認を
徹底し、速やかに公有財産異動報告書を提出す
る。

鶴 高 第 ３ ９ 号

令和７年11月28日

石 川 県 教 育 委 員 会

能 高 第 ７ ４ ０ 号

令和７年11月25日

石 川 県 教 育 委 員 会

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　臨時的任用実習助手の児童
手当を誤って支給し、返納さ
せていたものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

工業高等学校 　複数人によるチェック機能を強化すると共に、
手当の認定及び確認に当たっては根拠条例や規則
等が最新のものかを確認し、資料を時系列で編綴
することで担当者が代わった後も事務処理に遺漏
の無いよう努めます。

　財産事務において、寄附受
納の手続きに適正を欠くもの
があった。
  今後、このようなことがな
いよう注意すること。

金沢泉丘高等
学校

　昭和５４年４月２日第２３４号庶務課長通知
「物品の寄附受納の取扱について（通知）」を所
属内で再度情報共有し、今後は寄附を受ける際、
寄附受納手続きを速やかに行うよう物品担当者と
出納員の相互確認を徹底し、手続き漏れが無いよ
うにする。備品の現在高については、複数人（物
品担当者、出納員）による確認を徹底し確認漏れ
が無いようにする。

工 高 第 ２ ２ 号

令和７年11月11日

石 川 県 教 育 委 員 会

金 泉 高 第 １ ４ 号

令和７年11月10日

石 川 県 教 育 委 員 会

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　支出事務において、会計年
度任用職員の給与の支給金額
を誤ったものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

加賀聖城高等
学校

　今回の誤りを踏まえ、給与に係る通知及び給与
システムの手引きを確認し、組織内での職員相互
のチェック機能を強化することにより、適正な給
与事務の執行に努めるよう指導を徹底しました。
　今後はこのようなことがないよう、十分注意し
ます。

　収入事務において、行政財
産使用料の調定金額を誤った
ものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

金沢桜丘高等
学校

　公有財産台帳価格の改定に関する通知を受領し
た際には、事務職員複数人による内容確認を徹底
し、行政財産使用料の調定事務における遺漏の防
止に努める。

加 聖 高 第 ２ ４ 号

令和７年11月20日

石 川 県 教 育 委 員 会

金桜高第１３４５号

令和７年11月28日

石 川 県 教 育 委 員 会

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　支出事務において、支出負
担行為伺区分を誤っているも
のがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

美術館 　今後は支出手続きの区分及び伺区分を会計事務
の手引で確認し、また総務課複数人で確認を行
い、適切な事務の執行に努めます。

　支出事務において、旅費の
支給金額を誤ったものがあっ
た。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

金沢錦丘高等
学校

　複数校勤務地のある職員が本校以外の勤務地か
ら自宅帰着となる片道の旅費であったものを確認
ミスから学校着の往復距離で支給を行ったもの
で、今後は事務室の複数職員により復命書と旅行
命令簿の発着地・距離数の確認を行うこととし
た。

美 第 ３ ４ ７ 号

令和７年11月28日

石川県知事 馳 浩

金 錦 高 第 ５ ３ 号

令和７年11月13日

石 川 県 教 育 委 員 会

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　収入事務において、入学手
数料を誤って徴収したものが
あった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

大聖寺高等学
校

　今後は、根拠となる通知等を熟読の上、要徴収
対象者を正確に認識し再発防止に努めます。

　支出事務において、学校評
議員の謝金の支出金額を誤っ
たものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

大聖寺実業高
等学校

　今回の誤りを踏まえ、報酬の金額に関するもの
は、通知文書の見落としがないように複数名で
チェックを行い、書類の相互確認を徹底した。

大高第２８－１号

令和７年11月11日

石 川 県 教 育 委 員 会

大 実 高 第 ２ ２ 号

令和７年11月21日

石 川 県 教 育 委 員 会

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　財産事務において、貸付借
受財産異動報告書が提出され
ていないものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

能登空港管理
事務所

　担当者は財務規則等を熟読し、公有財産管理へ
の理解を深めるとともに、担当者変更時には異動
報告事務について上司や副担当も含めて書面で確
実に引き継ぐこととする。

　財産事務において、公有財
産異動報告書の提出が遅れた
ものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

大聖寺高等学
校

　今後は、公有財産引継書のほか竣工図・完成図
書等も確かめた上で教育政策課にも確認をとり速
やかに報告するよう努めます。

能空管第１３９号

令和７年11月25日

石川県知事 馳 浩

大高第２８－２号

令和７年11月11日

石 川 県 教 育 委 員 会

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　公用車の交通事故が発生し
ていた。
　公用車の運行に際しては、
安全運転に万全を期するよう
注意すること。

奥能登農林総
合事務所

　交通事故が複数件発生したことを重く受け止
め、改めて全職員に対し、交通法規の遵守及び安
全運転の徹底を周知したほか、運転技術向上研修
を受講させております。
　今後、このようなことがないよう、公用車の運
行に際しては、安全運転に万全を期すよう十分注
意し、交通事故の防止に努めます。

　公用車の交通事故が発生し
ていた。
　公用車の運行に際しては、
安全運転に万全を期するよう
注意すること。

奥能登農林総
合事務所

　交通事故が複数件発生したことを重く受け止
め、改めて全職員に対し、交通法規の遵守及び安
全運転の徹底を周知したほか、運転技術向上研修
を受講させております。
　今後、このようなことがないよう、公用車の運
行に際しては、安全運転に万全を期すよう十分注
意し、交通事故の防止に努めます。

奥能農第１８５３号

令和７年11月17日

石川県知事 馳 浩

奥能農第１８５３号

令和７年11月17日

石川県知事 馳 浩

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　公用車の交通事故が発生し
ていた。
　公用車の運行に際しては、
安全運転に万全を期するよう
十分注意すること。

珠洲警察署 　全職員に対し、緊張感を持って公用車を運転す
るよう安全運転の徹底を指示しました。
　また、交通事故を起こした職員に対しては、石
川県安全運転研修所を利用した運転技術及び知識
の向上と安全運転に対する更なる意識付けを行い
ました。
　今後とも、職員に対する指導・教養を継続して
実施し、交通事故防止に努めます。

　財産事務において、公有財
産異動報告書の提出が遅れた
ものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

穴水高等学校 　今後このようなことがないよう、県教育委員
会、管財課の通知を十分に確認し、事務長及び係
員が必ず情報を共有し、財産の異動入力期間、ま
た異動報告漏れがないよう細心の注意を払うこと
とする。

石公委第１６８号

令和７年12月４日

石 川 県 公 安 委 員 会

穴 高 第 １ ２ 号

令和７年11月25日

石 川 県 教 育 委 員 会

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　財産事務において、公有財
産異動報告書の提出が遅れた
ものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

珠洲警察署 　工作物に撤去等の異動があった際には、速やか
に異動報告書を提出し、適正な財産事務を実施す
るよう努めます。

　収入事務において、手数料
の徴収が遅延したものがあっ
た。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

珠洲警察署 　手数料の徴収に際しては、納付の確認を徹底
し、適正な収入事務を実施するよう努めます。

石公委第１７０号

令和７年12月４日

石 川 県 公 安 委 員 会

石公委第１６９号

令和７年12月４日

石 川 県 公 安 委 員 会

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　財産事務において、処分物
品の不用決定並びに廃棄伺を
作成していないものがあっ
た。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

金沢県税事務
所

　備品の適正な管理について物品管理事務マニュ
アルを再度確認し、廃棄を行う際には備品台帳と
の照合を管理係長と物品担当者で確認を行い再発
防止に努めます。

　支出事務において、水道料
金の支払いが遅延したものが
あった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

水産総合セン
ター

　毎月払いのチェック表及び引き落とし日のカレ
ンダーを庶務担当全員が見られる場所に掲示し、
複数人で支払い漏れがないか確認するようにし、
未払いのものはないか進捗状況や未処理案件の確
認を行うように徹底した。

金税第１２０６号

令和７年11月17日

石川県知事 馳 浩

水 総 第 ８ ５ 号

令和７年11月18日

石川県知事 馳 浩

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　歳入歳出外現金事務におい
て、厚生年金保険料の支払い
手続きに適正を欠くものが
あった。
  今後、このようなことがな
いよう注意すること。

田鶴浜高等学
校

　担当職員と補佐をする職員が退職者等の手続き
に漏れがないか互いにチェックを行うとともに、
手続きが不明の場合はすみやかに出納室に確認す
る。

　支出事務において、会計年
度任用職員の給与及び非常勤
職員の報酬に係る支出金額を
誤ったものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

田鶴浜高等学
校

　新制度や制度改正の通知があった場合は施行日
を確認・共有し、該当する事務処理の際に複数人
でチェックを行う。

田鶴高第１３－２号

令和７年11月13日

石 川 県 教 育 委 員 会

田鶴高第１３－１号

令和７年11月13日

石 川 県 教 育 委 員 会

　令和７年１０月３１日付け石監査第３９２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　令和７年１１月２５日付け石監査第４３２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　支出事務において、社会保
険料の支払いが遅延したもの
があった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

保健環境セン
ター

　例月の支払い状況等を参考に、郵便物（支払予
定通知）の配達状況を確認するチェックリストを
新たに作成のうえ、複数人により確認し、再発防
止に努める。

　収入事務において、自動販
売機に係る電気料金の徴収金
額の算定を誤ったものがあっ
た。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

小松県税事務
所

　電気料金の算定根拠等を再確認の上、今後は、
適正な収入事務の執行に努めます。

保 環 第 1557-1 号

令和７年12月12日

石川県知事 馳 浩

小 税 第 ９ ４ ５ 号

令和７年12月３日

石川県知事 馳 浩

　令和７年１１月２５日付け石監査第４３２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　令和７年１１月２５日付け石監査第４３２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　財産事務において、貸与品
整理簿が作成されていないも
のがあった。
  今後、このようなことがな
いよう注意すること。

小松特別支援
学校

　貸与品整理簿を作成し、今後は貸与契約と同時
に貸与品整理簿の決裁も受け、複数人で確認を行
うこととした。

　収入事務において、自動販
売機に係る電気料金の徴収金
額の算定を誤ったものがあっ
た。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

保健環境セン
ター

　電気料金の算定根拠等を再確認の上、今後は、
適正な収入事務の執行に努める。

小 特 学 第 １ ０ 号

令和７年12月４日

石 川 県 教 育 委 員 会

保 環 第 1557-2 号

令和７年12月12日

石川県知事 馳 浩

　令和７年１１月２５日付け石監査第４３２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　令和７年１１月２５日付け石監査第４３２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　財産事務において、貸付借
受財産異動報告書が提出され
ていないものがあった。
  今後、このようなことがな
いよう注意すること。

ろう学校 　今後、このような事案が起こらないように業務
を担当者に一任するのではなく、課内全体で各々
の業務内容を把握し、確認し合うことを周知徹底
する。

　財産事務において、公有財
産異動報告書の提出が遅れた
ものがあった。
  今後、このようなことがな
いよう注意すること。

金沢北陵高等
学校

　財産台帳に記載すべき公有財産について、改め
て事務職員で確認した。今後、工作物の設置等に
あたっては施工内容を複数職員で確認すること
で、公有財産異動報告書の提出が遅れることのな
いよう、再発防止に努めます。

ろ う 学 第 １ ３ 号

令和７年12月４日

石 川 県 教 育 委 員 会

金北高第１３５２号

令和７年12月３日

石 川 県 教 育 委 員 会

　令和７年１１月２５日付け石監査第４３２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　令和７年１１月２５日付け石監査第４３２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　収入事務において、自動販
売機に係る電気料金の徴収金
額の算定を誤ったものがあっ
た。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

総合看護専門
学校

　電気料金の徴収に係る算定根拠等に更新がない
かを、その都度再確認の上、適正な収入事務の執
行に努める。

　支出事務において、非常勤
講師の謝金に係る支出金額を
誤ったものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう十分に注意すること。

総合看護専門
学校

　外部非常勤講師への謝金算定においては、適用
単価区分や勤務時間数実績に誤りがないか、複数
名でチェックする。

総看第１９３－２号

令和７年12月４日

石川県知事 馳 浩

総看第１９３－１号

令和７年12月４日

石川県知事 馳 浩

　令和７年１１月２５日付け石監査第４３２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置



　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　令和７年１１月２５日付け石監査第４３２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　契約事務において、消耗品
の納入に係る検収手続きに適
正を欠くものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

総合看護専門
学校

　納品と同時に納品書の提出を徹底させるととも
に、即時に検収確認を行う。また、職員は会計事
務の手引きの内容を精読し、遺漏のないように処
理を行うことを徹底する。

　自動販売機に係る電気使用
料を過大に徴収し返納したも
のがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

総合看護専門
学校

　燃料費調整単価等、料金体制の仕組みに変更が
ないかを、北陸電力のホームページで毎月確認す
るとともに、出納員、会計員が単価及び積算に誤
りがないか相互チェックを徹底することとする。

総看第１９３－４号

令和７年12月４日

石川県知事 馳 浩

総看第１９３－３号

令和７年12月４日

石川県知事 馳 浩

　令和７年１１月２５日付け石監査第４３２号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記のと
おり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置


